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川越市教育委員会第３回定例会会議録 

 

１ 会議の場所  川越市教育委員会 教育委員会室 

２ 開   会  平成２６年６月３０日 午後２時 

３ 閉   会  平成２６年６月３０日 午後４時１０分 

４ 出 席 委 員  梶川牧子、長谷川 均、原田由美、長井良憲、伊藤 明 

５ 欠 席 委 員  なし 

６ 委員長の職務を行った者  委員長梶川牧子  

７ 説明のため出席した者  教育総務部長横田 隆、学校教育部長小林英二、教育

総務部副部長兼教育財務課長佐藤嘉晃、教育総務部参事兼地域教育支

援課長芹沢雅一、教育総務部参事兼中央公民館長長谷部洋志、学校教

育部副部長兼教育指導課長佐野 勝、学校教育部参事兼学校管理課長

中野浩義、学校教育部参事兼学校給食課長佐藤達次郎、学校教育部参

事兼教育センター所長小熊利明、教育総務課長川合俊也、文化財保護

課長忽滑谷達夫、中央図書館長澤田勝弘、博物館長田中 信、市立川

越高等学校事務長御菩薩池和良、教育財務課副参事井上敏秀、文化ス

ポーツ部参事兼スポーツ振興課長西島昭善 

８ 前回会議録の承認 

平成２６年度第２回定例会会議録を承認した。 

９ 議題及び議事の概要 

委員長 

  議案第１２号及び議案第１３号は関連のある議事であることから、一括での説明

をお願いしたい。 

日程第１議案第１２号 川越市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規

則の一部を改正する規則を定めることについて 

教育総務課長 

  本規則は、地方自治法の規定に基づき、行政能率の向上、行政の一体性の確保の

ため、教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に補助執行

させるための規定である。 

現行では有料学校施設（水泳プール）の使用許可及び開放学校施設の利用許可に

関することを、文化スポーツ部長及びスポーツ振興課長に補助執行させていたが、

平成２２年度包括外部監査の結果報告により、管理責任者が定められていないとの

指摘から、文化スポーツ部長及びスポーツ振興課長に補助執行させる事務を有料学

校施設（水泳プール）の使用許可を使用に、開放学校施設の利用許可を利用に改正

しようとするものであり、施行期日を公布の日からとしようとするものである。 

（全員異議なく原案どおり決定） 
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日程第２議案第１３号 川越市学校施設使用規則の一部を改正する規則を定めること

について 

参事兼スポーツ振興課長 

  平成２２年度包括外部監査において、川越市教育委員会の権限に属する事務の補

助執行に関する規則に基づき、市長部局で補助執行している開放学校施設利用許可

の事務において、川越市学校施設使用規則の規定と、実際の運用が合致していない

ことが指摘されたことから、開放学校施設運営委員会の設置及び開放学校施設の利

用手続等に関する規定を実際の運用に対応した内容に改正しようとするものであり、

施行期日を公布の日からとしようとするものである。 

委 員 

  学校開放の利用状況については、登録団体が多く新規登録が困難な学校がある一

方、登録が尐なく新たに利用しやすい学校もあり、利用状況に偏りがあると聞いて

いるが、登録の際には市全体の状況を見ながら調整ができるような仕組みは考えら

れないか。 

参事兼スポーツ振興課長 

  現状では、市に問い合わせいただいた場合には、別の学校を確認し空いている所

の開放委員長に連絡を取り、紹介しているところである。今後は、市全体の登録状

況を再確認して調整できるようにしていければと考えている。 

（全員異議なく原案どおり決定） 

日程第３議案第１４号 川越市社会教育委員を委嘱することについて 

（非公開） 

日程第４議案第１５号 川越市立図書館協議会委員を委嘱することについて 

（非公開） 

日程第５議案第１６号 川越市立学校給食センター運営委員会委員を委嘱することに

ついて 

（非公開） 

日程第６議案第１７号 川越市就学支援委員会委員を委嘱することについて 

（非公開） 

１０ 報告事項 

⑴ 川越市教育委員会の活動の点検評価懇話会委員の選任について 

教育総務課課長 

  教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価については、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定により、「教育委員会は、毎

年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検評価を行い、その結

果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければなら

ない」とされている。また、同条第２項の規定により、教育に関し学識経験を有す
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る者の知見の活用が義務付けられていることから、「川越市教育委員会の活動の点

検評価懇話会」を設置し、委員の選任を行うものである。 

委員の選任については、平成２５年度までは委嘱としていたが、附属機関に準ず

るものの見直しにより、今年度から変更したものである。 

今年度の委員については、神林邦子氏、瀬沼進一氏、成松恭平氏の３名であり、

神林氏及び瀬沼氏においては昨年に引き続きお願いしようとするものである。 

なお、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する今後のス

ケジュールは、点検評価委員会を７月中旪にかけて２回程度開催し、点検・評価の

内容に関して頂いた各委員からの意見を付した素案を７月の教育委員会定例会で協

議していただく予定である。さらに、８月の教育委員会定例会における議案審議を

経て、平成２６年川越市議会第５回定例会（９月議会）に報告書を提出したのち、

市ホームページ等により公表しようとするものである。 

委 員 

  昨年度の教育委員会会議において、委員の選任に当たっては文化財関係の分野か

らも選任できるようお願いしたと思うが、今回、新たに選任する委員は文化財関係

の分野の方であるのか伺いたい。 

教育総務部長 

  文化財関係の専門ではないが、市長部局で実施している事務事業評価の外部評価

をされており、市の様々な分野の事業を評価している外部評価の状況を見ても、広

範な分野に渡って見識を持っている方であることが確認できる。この様なことから、

点検評価懇話会においても、教育分野をはじめ文化財関係の分野でも様々な意見が

いただけるものと判断し選任したところである。 

委 員 

  広範な分野に渡って見識のある方で点検評価においても総合的に見れるのであれ

ば、来年度以降の委員の構成は教育分野、文化財分野及び総合的に見識を持った方

という形にした方がバランスが取れるものと考えるため検討して頂きたい。 

委員長 

  報告事項⑵から⑽までは、公立学校の大規模改造工事、大規模改造電気設備工事、

大規模改造給排水設備工事請負契約に係る報告であることから、一括での説明をお

願いしたい。 

副部長兼教育財務課長 

  報告事項⑵から⑽の内容については、今年度実施する小学校２校、中学校２校の

大規模改造工事の内、契約の金額が三千万円以上のものである。 

⑵ 川越市立牛子小学校大規模改造工事請負契約について 

副部長兼教育財務課長 

  川越市立牛子小学校大規模改造工事として、外壁改修工事、屋上防水改修工事、
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内部改修工事、トイレ改修工事に係る工事請負契約を契約金額１２８，０８８，０

００円で初雁興業株式会社代表取締役関根勇治と締結したものであり、工期は平成

２６年６月５日から同２６年１０月１０日までとするものである。 

委 員 

  最近の動向を見ると建築費は上昇しているようだが、入札においても反映されて

いるのか。 

副部長兼教育財務課長 

  当該大規模改造工事は、平成２６年３月の補正予算において計上し、今年度に繰

越明許しているものであるため、設計額も最新の状況に近いものとなっている。 

委 員 

  大規模改造工事は授業に支障を来さないよう夏季休業期間を中心に行うなどの対

策が講じられているが、工期が遅れるようなことはないのか。 

副部長兼教育財務課長 

  工期を厳守することを前提に契約を締結しており、音などにより授業に支障を来

さないよう考慮した工期を設定しているため問題ないものと思われるが、遅れるこ

とのないよう進捗状況を確認していきたい。 

委 員 

  学校施設においてはトイレ改修工事やエアコン設置の要望がある中で、今後の大

規模改造工事の考え方について伺いたい。 

副部長兼教育財務課長 

  大規模改造工事については平成２５年度から１０年間の計画で実施しているとこ

ろである。また、トイレ改修工事についても国の補助が活用できることから平成２

５年から実施している。大規模改造工事とトイレ改修工事はいずれも重要な工事と

なっており、今後も予算確保を含めて計画的に実施していきたい。 

⑶ 川越市立牛子小学校大規模改造電気設備工事請負契約について 

副部長兼教育財務課長 

  川越市立牛子小学校大規模改造電気設備工事として、幹線・動力設備工事、電灯

・コンセント設備工事、弱電設備工事、自動火災報知設備工事に係る工事請負契約

を契約金額３２，９４０，０００円で株式会社岡島電気商会代表取締役岡島光孝と

締結したものであり、工期は平成２６年６月４日から同２６年１０月１０日までと

するものである。 

⑷ 川越市立福原小学校大規模改造工事請負契約について 

副部長兼教育財務課長 

  川越市立福原小学校大規模改造工事として、外壁改修工事、屋上防水改修工事、

内部改修工事、トイレ改修工事に係る工事請負契約を契約金額１２２，２６６，８

００円で堀尾建設株式会社代表取締役堀尾泰崇と締結したものであり、工期は平成
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２６年６月３日から同２６年１０月１０日までとするものである。 

⑸ 川越市立福原小学校大規模改造電気設備工事請負契約について 

副部長兼教育財務課長 

  川越市立福原小学校大規模改造電気設備工事として、幹線・動力設備工事、電灯

・コンセント設備工事、弱電設備工事、自動火災報知設備工事に係る工事請負契約

を契約金額４２，９８４，０００円で株式会社おぎでん代表取締役荻野勝治と締結

したものであり、工期は平成２６年６月４日から同２６年１０月１０日までとする

ものである。 

⑹ 川越市立福原小学校大規模改造給排水設備工事請負契約について 

副部長兼教育財務課長 

  川越市立福原小学校大規模改造給排水設備工事として、衛生設備工事、給排水設

備工事、消火設備工事、冷暖房設備工事に係る工事請負契約を契約金額４７，４４

４，４００円で株式会社牛村水道工業代表取締役牛村實と締結したものであり、工

期は平成２６年６月４日から同２６年１１月２８日までとするものである。 

⑺ 川越市立城南中学校大規模改造工事請負契約について 

副部長兼教育財務課長 

  川越市立城南中学校大規模改造工事として、外壁改修工事、内部改修工事、トイ

レ改修工事に係る工事請負契約を契約金額１１７，７２０，０００円で沢建工業株

式会社代表取締役沢田和也と締結したものであり、工期は平成２６年６月３日から

同２６年１０月１０日までとするものである。 

⑻ 川越市立城南中学校大規模改造電気設備工事請負契約について 

副部長兼教育財務課長 

  川越市立城南中学校大規模改造電気設備工事として、幹線・動力設備工事、電灯

・コンセント設備工事、弱電設備工事、自動火災報知設備工事に係る工事請負契約

を契約金額３３，４８０，０００円で株式会社電成社代表取締役山口裕と締結した

ものであり、工期は平成２６年６月４日から同２６年１０月１０日までとするもの

である。 

⑼ 川越市立城南中学校大規模改造給排水設備工事請負契約について 

副部長兼教育財務課長 

  川越市立城南中学校大規模改造給排水設備工事として、衛生設備工事、給排水設

備工事、消火設備工事、冷暖房設備工事に係る工事請負契約を契約金額５１，０８

４，０００円で日開設備工業株式会社代表取締役小野澤明美と締結したものであり、

工期は平成２６年６月４日から同２６年１０月１０日までとするものである。 

⑽ 川越市立寺尾中学校大規模改造工事請負契約について 

副部長兼教育財務課長 

  川越市立寺尾中学校大規模改造工事として、外壁改修工事、屋上防水改修工事、
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内部改修工事、トイレ改修工事に係る工事請負契約を契約金額１１７，６４４，４

００円で三光建設株式会社代表取締役栗原雄一と締結したものであり、工期は平成

２６年６月３日から同２６年１０月１０日までとするものである。 

⑾ 川越市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（案）について 

副部長兼教育財務課長 

  放課後児童健全育成事業は、本市では学童保育事業として位置付けているところ

であるが、今後、その設備及び運営に関して条例を定める必要が生じたため、その

概要について資料を基に説明するものである。 

趣旨については、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目

指して、平成２４年８月に「子ども・子育て関連３法」が成立し、平成２７年４月

から「子ども・子育て支援新制度」が実施される予定となっている。新制度では、

子どもの教育・保育の総合的な提供や、待機児童対策の推進、地域での子育て支援

の充実を図ることとなっており、新たに施設や事業の設備及び運営に関する基準に

ついて、国の定める基準を踏まえ自治体ごとに条例で定めることとされたものであ

る。次に内容については、条例を定めるに当たり、厚生労働省の基準に従い定める

もの（従うべき基準）と、厚生労働省令で定める基準を参酌して定めるもの（参酌

すべき基準）がある。従うべき基準は、国が定めた基準に必ず適合しなければなら

ない基準で、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容

されるものの、省令と異なる内容を定めることは許されていない。参酌すべき基準

は、地方自治体が十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて、省令と異なる

内容を定めることが許容されるものとされている。本市では、検討の結果、厚生労

働省令で定められた基準を上回る内容又は異なる内容を定める程の特段の事情や地

域性は認められないことから、基準（案）においては、児童の集団の規模に係る規

定を除き、厚生労働省令に定める基準と同様の内容としようとするものである。次

に施行期日であるが、法では平成２８年４月１日までの間において政令で定める日

となっているが、現在、国においては平成２７年４月を予定しているとのことであ

る。なお、当該基準については、条例で規定することを予定しているが、内容によ

り規則で規定する場合がある。 

基準（案）の概要であるが、従うべき基準については、従事する者の基準と員数

の基準がある。従事する者の基準は、国の基準では主なものとして、保育士、社会

福祉士、教員免許などの資格を有し、県の研修を修了した者となっている。員数に

ついては、原則として２人以上を配置し、内１人以上は有資格者となっている。本

市の基準としては、国の基準を上回る基準とすべき事情等は無いことから、従事す

る者の基準及び員数のいずれも、国の基準のとおりとしようとするものである。ま

た、参酌すべき基準についてであるが、施設・設備の国の基準は、遊び及び生活の

場としての機能と静養の場の機能を備えた専用区画を設けること。面積は、児童１
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人につき概ね１．６５平方メートル以上となっている。本市の基準としては、国の

基準を上回る基準とすべき事情等は無いことから、国の基準のとおりとしようとす

るものである。児童の集団の規模は、国の基準では「概ね４０人以下とする」とな

っているが、本市の基準では「概ね４０人以下とする」に加えて、「概ね４０人を

超える場合は、複数の集団に分けて対応するよう努めるものとする」としたいと考

えている。その理由としては、児童を複数の集団に分ける場合、保育室を２部屋整

備するということになるが、本市の学童保育室は、全て学校の校舎や敷地内に設置

されており、空き教室の活用等、すぐに整備を行うことが困難であるとのことによ

るものからである。開所時間、開所日数及びその他については、国の基準のとおり

としようとするものである。 

最後に今後の予定等であるが、条例については、現在、平成２６年川越市議会第

５回定例会（９月議会）に上程する予定で準備を進めているが、条例制定の事前手

続きとして、６月２６日から７月２５日までの３０日間で、基準（案）について、

パブリック・コメントを実施しているところである。なお、川越市学童保育室条例

についても、児童福祉法との整合性を図る必要があるため、一部を改正する条例を

併せて上程する予定である。 

委 員 

  児童数の多い学童保育室について伺いたい。 

教育財務課副参事 

  今年度当初の入室児童数では、南古谷学童保育室と牛子学童保育室が多くなって

おり、両学童保育室とも２部屋で行っている。 

委 員 

  両学童保育室については、適切なスペースが確保されているのか伺いたい。 

教育財務課副参事 

  南古谷学童保育室は、プレハブ２棟で運営しており床面積は約２６５平方メート

ルである。国のガイドラインでは児童１人当たりのスペースは１．６５平方メート

ル以上を確保することが望ましいとされており、その基準で換算すると必要なスペ

ースは確保されている。また、牛子学童保育室においては、校舎内の教室で運営し

ており床面積は約１９２平方メートルであるが、こちらも児童１人当たり１．６５

平方メートル以上確保されている。 

委 員 

  学童保育室の指導員においては、保育指導の内容に温度差があると聞いたことが

あるが、指導員への研修等はどの様に実施しているのか伺いたい。 

教育財務課副参事 

  指導員は教育免許状や保育士の資格を持った方等から任用しているところである。

研修については、平成２４年度までは指導員全員を対象に年間１１回実施しており、
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平成２５年度からはこれまでの研修に加えて、３年未満の指導員を対象とした新任

研修を実施している。また、今年度の研修については、昨年度に指導員の代表８名、

教育財務課学童保育担当職員及び特任指導員で協議し、年２５回程度の体系的な研

修を実施することとした。内容はこれまでの指導員全員を対象とした研修に加え、

１０年未満の指導員を対象とした研修、１０年以上の指導員を対象とした研修、各

学童保育室の実践報告等の研修を新たに実施するものであり、研修を充実すること

により指導員の質の向上を図ろうとするものである。 

委 員 

  学童保育室を利用している児童の割合について伺いたい。 

教育財務課副参事  

 今年度当初の学童保育室を利用している児童は２，０３７名であり、児童全体の１

１．４％となっている。 

委 員 

  開所時間については授業のある日は１日３時間以上とのことであるが、何時まで

行っているのか。 

教育財務課副参事 

  条例では授業のある日は、午後５時３０分までと規定している。なお、指導員の

勤務時間は、授業のある日は午後０時２０分から午後６時２０分までとなっている

ため、実際は午後６時３０分まで児童を預かることができる。 

委 員 

  おやつは出るのか。 

教育財務課副参事 

  おやつについては、各学童保育室の保護者会が集金して提供している。市として

は成長過程にある子どもたちにとって、おやつの必要性は認識しているが、毎月の

誕生日会等の行事日程が各学童保育室で異なることやアレルギーの関係もあり、現

在では市が提供することは困難な状況である。 

委 員 

  国の参酌すべき基準と現状が異なる点はあるのか伺いたい。 

教育財務課副参事 

  参酌すべき基準では、児童の集団の規模において、概ね４０人以下とする点が異

なっており、本市の基準では、概ね４０人を超える場合は、複数の集団に分けて対

応するよう努めるものとしたい。 

委 員 

  学童保育室の利用者からは、どの様な要望があるのか伺いたい。 

教育財務課副参事 

  要望の主なものは、施設に関すること、おやつに関すること及び指導員に関する
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ことである。施設について多いものは、学童保育室内にあるトイレである。１つの

トイレの中に大便器と小便器があるため、高学年は使いづらいとの指摘である。こ

のことについては、学校の協力を得て校舎内のトイレを使用できるよう対応してい

るところである。また、指導員に関しては、保育の内容が指導員によって異なると

の指摘を受けている。 

委 員 

  研修の充実について説明があったが、指導員の質の問題については、今後どの様

に対応していくのか伺いたい。 

教育財務課副参事 

  先ほど説明したとおり研修を充実するとともに、今後は１日から２日の日程で学

童保育室間の指導員の交流を行い、それぞれの良い点を取り入れながら全体の質の

向上が図れればと考えている。 

委 員 

  学童保育料を値上げした時に市が責任を持って運営する体制を整えたが、その後

良くなった点について伺いたい。 

教育財務課副参事 

  学童保育室長を配置したことにより、現状の把握と課題への対応を全体的に行え

るようになった。 

委 員 

  そのことに対する利用者の評価はどうか。 

教育財務課副参事 

  各学童保育室の保護者の代表である保護者会長を集めた保護者会長会議を実施し

ているが、その中で、質の向上へ向けた研修の実施など、積極的に運営を行ってい

るとの評価を得ている。 

委 員 

  国の基準における員数については、利用者が２８人未満の小規模クラブについて

は、併設する施設の職員等の兼務が可能な場合には、１人でも可とするとあるが、

併設する施設とはどの様なものか伺いたい。 

教育財務課副参事 

  本市の場合は校舎内や学校敷地内に学童保育室があるが、他市においては児童館

等の中で運営している場合があり、その様な施設の事を指している。 

⑿ 川越市立特別支援学校の平成２７年度生徒募集について 

参事兼教育センター所長 

  平成２７年度川越市立特別支援学校生徒募集については、募集人員を高等部１６

名、入学選考期日を平成２７年１月９日とし、募集の内容については昨年度からの

変更点は特にない。なお、入学選考期日については、近隣の県立特別支援学校等の
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選考日を考慮した設定となっており、受検者数の確保を図ろうとするものである。 

委 員 

  昨年度の募集状況について伺いたい。 

参事兼教育センター所長 

  昨年度は４５名の応募があり、合格者は１６名である。なお、合格者のうち、市

内生は９名、市外生は７名となっている。 

委 員 

  合格者のうち、市内生の割合は約５割であるが、今後、市内生の割合を増やす考

えはあるのか伺いたい。 

参事兼教育センター所長 

  今後も市内生の割合については、同程度の割合を保っていきたいと考えている。 

委 員 

  市立特別支援学校の良さを知ってもらうために、特に市内の対象者への周知はど

の様に行っているのか伺いたい 

参事兼教育センター所長 

  保護者や地域の方に対する学校公開や作品展及び舞台発表等の行事を通じて、学

校の様子を見ていただくようにしている。 

委 員 

  特別支援学校を選択されない保護者等にも、同校の良さを知っていただく取組を

積極的に行うべきと考えるがいかがか。 

参事兼教育センター所長 

  作品展示会等の行事を活用しながら良さを伝えられるよう努めていきたい。 

委 員 

  県内及び西部教育事務所管内にある市立特別支援学校数について伺いたい。また、

本市の市立特別支援学校で通学距離が一番遠いのはどこから通っている生徒か伺い

たい。 

参事兼教育センター所長 

  市立特別支援学校は県内では４校、西部教育事務所管内では２校である。また、

通学距離が一番遠いのは、さいたま市からである。 

委 員 

  これまでに通学に際して、事故が発生したことはあるか。 

参事兼教育センター所長 

  事故は発生していない。 

１１ 協議事項 

⑴ 川越市いじめの防止等のための基本的な方針について 

副部長兼教育指導課長 
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  川越市いじめの防止等のための基本的な方針（案）は、国及び県の基本方針を参

酌し作成しているもので、前回の定例会に引き続き協議いただくものであるが、再

度、概要版を基に概要について説明する。 

第１章では、いじめ防止の基本理念、それに基づいた対策の方針、いじめの認知

に関する方針について示している。いじめ防止の基本理念は３点の内容を挙げてお

り、平成２４年１０月の市議会決議及び国の基本方針に示してある基本理念を踏ま

えたものとなっている。また、対策の方針については、いじめ防止の基本理念を具

現化するための対策の方向性を示している。なお、第１章では本市独自の項目とし

て、いじめを認知する際の方針を示している。これまでの本市におけるいじめ問題

への取組を踏まえ、いじめ問題の解決には、未然防止とともに何よりもいじめを見

逃さないことが最も重要であると考えており、同項目を設定した目的は、いじめを

認知する際の基本的な方針を示し、積極的にいじめを認知していくことで、いじめ

問題の早期解決及びいじめの重篤化を防止することにある。 

第２章では、第１章の方針に基づく組織に関して述べている。「川越市いじめ問

題対策連絡協議会（仮称）」は、いじめ防止対策推進法第１４条第１項に規定され

ている「いじめ問題対策連絡協議会」のことで、いじめの防止等に関係する機関及

び団体の連携を図ることを目的としている。現在、本市では既存の「川越市青尐年

問題協議会」に「いじめ問題対策連絡協議会」の役割を持たせることで検討してい

るところである。次に、「川越市いじめ防止対策委員会（仮称）」は、同法第１４

条第３項に規定されている教育委員会附属の機関のことである。地域におけるいじ

めの防止等の対策を実効的に行うことや、重大事態発生の際の調査を行うことを目

的としている。 

第３章では、本市が実施するいじめの防止等のための施策について述べている。 

第４章では、学校が実施する対策について、学校基本方針の策定、校内いじめ対

策委員会の組織、未然防止、早期発見、いじめへの対応における指針を述べている。 

第５章では、重大事態における対処について示している。同法第２８条では重大

事態が起きた際には、学校及び市教育委員会が中心となり調査を行うことが義務付

けられており、厳格な調査が行われるよう、調査の際の留意点や同法第３０条の規

定に基づく市長による再調査について述べている。なお、市長による再調査の機関

については、現在、設置に向けて検討中である。 

第６章では、いじめの防止等のための対策の検証について、基本方針の見直し及

び必要な措置を講ずることが述べられている。 

委 員 

  第５章の重大事態への対処において、重大事態の定義として「重大事態とは、い

じめにより、児童生徒が次のような状況に至った場合」とあるが、この時点で「い

じめにより」という表現は適切ではないと考える。この時点では、重大事態が発生
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し事実関係を調査する段階であるため、「いじめ」という文言を削除するか、「い

じめの可能性」とすべきではないかと考える。 

副部長兼教育指導課長 

  検討していきたい。 

委 員 

  第１章のいじめの防止等に関する基本的な考え方において、基本理念を踏まえた

具体的な対策の方針の中で、「児童生徒からのいじめのサインを、見逃さないよう

にする」とある。最近のことであるが、中学校の下校の際に同じ部活動であるにも

かかわらず１人で帰っている生徒がおり状況を調べたところ、いじめには至ってい

ないものの学校へ行きづらいなどの症状があった。この様な状況はいじめが原因と

なっている場合も考えられることから、日常の小さな変化を見逃さないよう十分な

対応をお願いしたい。 

委 員 

  基本的な方針では、具体的な目標値は設定しないのか。 

副部長兼教育指導課長 

  基本方針を示すことで、各学校がいじめの防止に対して実効性を持った行動がで

きることを目的としていることから、当該基本方針では目標値の設定はしていない。 

委 員 

  第６章のいじめの防止等のための対策の検証については、毎年度、「川越市いじ

め問題対策委員会（仮称）」において、各施策の効果を検証するとあるが、いじめ

が発生した時や重大事態が発生した時において、その都度検証は行わないのか伺い

たい。 

副部長兼教育指導課長 

  「川越市いじめ問題対策委員会（仮称）」において、その都度の検証も行ってい

く。 

委 員 

  いじめ問題への対応は学校だけではなく、保護者や地域が一体となって行動する

ことが重要と考えるが、今回策定する基本的な方針は市民に対してどの様に周知し

ていくのか伺いたい。 

副部長兼教育指導課長 

  策定後は市ホームページ等により周知する予定であるが、策定前にもパブリック

・コメントを実施して広く市民からの意見をいただくことを考えている。 

学校教育部長 

  目の届かないところでのいじめは、家庭や地域の方の協力がないと発見が困難な

場合がある。このため、今回の基本方針の意義や目的を市民の方へあらゆる手段で

周知していくことが重要である。その中で、地域等からの情報提供を頂きながら一
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体となって推進できればと考える。 

委 員 

  「川越市いじめ問題対策連絡協議会（仮称）」と「川越市いじめ問題対策委員会

（仮称）」の役割について伺いたい。 

副部長兼教育指導課長 

  「川越市いじめ問題対策連絡協議会（仮称）」は、学識経験者や警察関係者等に

より構成され、教育委員会の取組や対策について示唆いただくものである。また、

「川越市いじめ問題対策委員会（仮称）」は、いじめの防止等の対策についての分

析・研究や重大事態が発生した際に学校と直接対応していくものである。 

委 員 

  当該基本方針に実効性を持たせるためには、以前から問題となっている教員の事

務量の負担軽減も並行して行う必要があるものと考えるがいかがか。 

学校教育部長 

  教員の負担軽減については会議を持ちながら、部分的に負担軽減を実施している。

一方、教員にとっては日々の授業や部活動などの子どもために費やす時間は大きな

ものであり、これを減らすことは困難である。このため、教員の状況を理解しなが

ら推進していくことが重要であると考えている。 

委 員 

  第５章の重大事態への対処において情報発信に関する内容があるが、情報発信に

ついては重要なことである。プライバシーの配慮等を行った上で、適切な情報発信

ができるよう努めていただきたい。 

委 員 

  第４章の学校におけるいじめの防止等のための対策における、いじめの未然防止

の広報啓発に関することであるが、先日、建設関係者に工事の際に建物を覆うシー

トに「ストップいじめ」のマーク等を貼ることは可能かとの確認をしたところ、貼

るものを提供いただければ検討するとのことであった。地域へのアピールのために

は多くの周知方法があった方が効果的なため検討していただきたい。 

１２ その他 

 ⑴ 議事に先立ち委員長から、議案第１４号から議案第１７号は人事に関する情報であ

ることからこれらの審議に係る会議を公開しないこととする動議が提出され、全出席

委員がこの動議に賛成し、当該審議については非公開として取り扱うことに決定した。 

 ⑵ 議案第１３号の上程に先立ち、教育長から同議案に関する事務は川越市教育委員会

の権限に属する事務の補助執行に関する規則に基づいて文化スポーツ部長及びスポー

ツ振興課長に補助執行させることと定められていることから、本議案の説明を文化ス

ポーツ部参事兼スポーツ振興課長から行わせたいと発議があり、全委員異議なく賛成

し説明は文化スポーツ部参事兼スポーツ振興課長から行わせた。 
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 ⑶ 報告事項⑾の説明に先立ち、説明補助者として教育財務課副参事の出席について各

委員が承認し出席が認められた。 

 ⑷ 会議録署名委員として、長谷川委員長職務代理者、長井委員が指名された。 

 ⑸ 次回教育委員会は平成２６年７月３０日（水）午前１１時開催に決定した。 


